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救急業務の高度化を踏まえた救急隊のあり方
①救急隊の救急救命士２名以上体制（p.2-18）
②指導救命士のあり方（p.19-39）

      



①救急隊の救急救命士２名以上体制
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２ 救急業務の体制に関する検討

調査結果の概要

➢ 救急隊の救急救命士２名以上での運用については、常時全ての救急隊で運用している消防本部の他、
一部の救急隊で運用している消防本部も含めると、９割弱の消防本部で実施されている。（救急救命士
３名以上の運用については、約５割の消防本部で実施）

➢ 消防本部からは、救急救命士が２名以上搭乗することに期待する効果として、救急救命士の処置の負
担軽減、特定行為等の実施精度・安全性の向上、処置・判断の迅速化等を回答した消防本部の割合
が高かった。

➢ 救急救命士２名以上で運用していない理由としては、救急救命士有資格者数が足りないが８割弱で
あった。

➢ 救急救命士２名以上で運用していない消防本部のうち、約８割の消防本部は、導入の検討予定はない
が、国や都道府県から方針が示されれば検討したいとのことであった。

（５） 救急隊の救急救命士２名以上体制に関する検討事項（案）

➢ 救急隊の救急救命士１名体制の場合、活動時の救急隊員の役割分担や運用について、現状、課題が
あるか。また、どういった課題があると考えられるか。

➢ 救急隊の救急救命士１名体制で課題がある場合、その課題に対し、救急隊の救急救命士２名以上体
制では、どのような効果・影響が考えられるか。

➢ 救急隊の救急救命士２名以上体制の場合、活動時にそれぞれの救急救命士がどのような役割を果た
すことが考えられるか。

検討事項（案）

令和７年度救急業務のあり方
に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（１）救急隊の救急救命士２名以上体制 構成員からの主なご意見（概要）

≪救急救命士２名体制の効果≫

➢ 心肺停止傷病者に対し静脈路確保をしながら気管挿管を実施するなど救急救命処置を効率的に実施できる。
さらに、お互いの活動を相互補完して、総体的な活動時間の短縮を期待できる。

➢ 救急救命士の資格を有している者同士で観察結果や処置などのダブルチェックを行うことができ、安全管理の
観点から望ましい。

≪救急救命士２名体制の課題≫

➢ 救急需要が増加する時期においては、救急隊に乗務する２名の救急救命士を分け、救急資格を有する消防隊
と組み合わせて臨時の救急隊を編成していることから、救急需要対策の観点からも配慮をすべきではないか。

➢ 消防本部において救急救命士を養成する場合、受験資格として一定時間の救急活動の経験が求められるた
め、消防本部の救急救命士養成に配慮すべきではないか。

➢ 消防本部に所属する救急救命士が少ないなど様々な理由により、救急救命士２名体制とすることが困難な地
域もあるため、事情を抱える消防本部に対する配慮が必要ではないか。

令和７年度 救急業務のあり方に関する検討会（第２回） 令和7年12月2日

塩谷構成員、永野構成員

山口構成員

横田（順）構成員

塩谷構成員、津田構成員

塩谷構成員
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 全国の救急隊（令和７年４月１日現在、5,485隊）のうち、5,472隊（99.8％）で救急救命士が配置・運用されているものの、
24時間365日すべての救急事案で救急救命士が搭乗できる体制の救急隊（救急救命士常時運用隊）は、5,092隊
（92.8％）であった。

• 救急救命士常時運用隊の割合（救急救命士常時運用率）は、地域によってばらつきがあり、常時運用できていない救急
隊も一定数存在している。

（２）ー１ 救急隊の救急救命士常時運用の状況（都道府県別）

救急救命士常時運用率の比較 「令和７年版 救急・救助の現況」より抜粋

北海道 85.1% 茨城 88.9% 新潟県 96.2% 三重 83.6% 鳥取 96.8% 福岡 94.2%

青森 92.0% 栃木 95.7% 富山 80.7% 滋賀 100.0% 島根 73.2% 佐賀 100.0%

岩手 95.3% 群馬 92.7% 石川 96.6% 京都 88.9% 岡山 95.2% 長崎 86.3%

宮城 92.2% 埼玉 93.8% 福井 100.0% 大阪 98.1% 広島 94.3% 熊本 89.6%

秋田 98.7% 千葉 95.8% 山梨 94.4% 兵庫 96.6% 山口 98.7% 大分 90.8%

山形 95.5% 東京 94.6% 長野 91.9% 奈良 97.3% 徳島 71.1% 宮崎 93.5%

福島 91.8% 神奈川 94.7% 岐阜 97.7% 和歌山 95.6% 香川 91.1% 鹿児島 80.3%

静岡 99.3% 愛媛 87.8% 沖縄 93.4%

愛知 95.4% 高知 90.0%

合計 92.8%

新潟

配置・運用（例） 常時運用（例）救急救命士は１名配置され
ているものの、休暇や研修
等により不在の場合がある。

救急救命士が全事案に出動可能とするため、
複数名配置や代替の救急救命士の確保が必要。

救急救命士

例① 例②

北海道 85.1% 茨城 88.9% 新潟県 96.2% 三重 83.6% 鳥取 96.8% 福岡 94.2%

青森 92.0% 栃木 95.7% 富山 80.7% 滋賀 100.0% 島根 73.2% 佐賀 100.0%

岩手 95.3% 群馬 92.7% 石川 96.6% 京都 88.9% 岡山 95.2% 長崎 86.3%

宮城 92.2% 埼玉 93.8% 福井 100.0% 大阪 98.1% 広島 94.3% 熊本 89.6%

秋田 98.7% 千葉 95.8% 山梨 94.4% 兵庫 96.6% 山口 98.7% 大分 90.8%

山形 95.5% 東京 94.6% 長野 91.9% 奈良 97.3% 徳島 71.1% 宮崎 93.5%

福島 91.8% 神奈川 94.7% 岐阜 97.7% 和歌山 95.6% 香川 91.1% 鹿児島 80.3%

静岡 99.3% 愛媛 87.8% 沖縄 93.4%

愛知 95.4% 高知 90.0%

合計 92.8%
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救急救命士常時運用率

30％未満の消防本部

救急救命士常時運用率

70％未満の消防本部
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5万人未満 ５万人以上10万人未満 10万人以上20万人未満

20万人以上50万人未満 50万人以上

２ 救急業務の体制に関する検討

• 全国の消防本部（720消防本部）における救急救命士常時運用隊率について、70％未満の消防本部が74本部（10.3％）、
30％未満の本部21本部（2.9％）であった。

• 管轄人口別の救急救命士常時運用率を比較したところ、常時運用できていない救急隊は、管轄人口の少ない消防本部
の割合が高いことから、救急隊の救急救命士２名以上体制を検討する上で配慮する必要がある。

（２）ー２ 救急隊の救急救命士常時運用の状況（消防本部別）

管轄人口別 消防本部における救急救命士常時運用率の比較

N＝74

N＝720

N＝21
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◆救急活動、組織体制、隊員の指導育成、すべての面で救命士２人配置
のメリット大である。

◆救命士2人乗車はCPA症例の社会復帰率を有意に改善させる可能性が
ある。

31％ 56％ 9％ 4％

救命士
人数

CPA数
平均現場
滞在時間

特定行為
実施率

【現場】
実施率

ROSC率
社会
復帰率

１人 ３７５ １２．０ ６８.３% １９.５% ３６.８％ ２.４%

２人 ５０９ １２．３ ７３.７% ２３.４% ３５.２％ ４.７%

３人 ６４ １４．２ ７９.７% ３５.９% ２８.１％ ４.７%

４人 ２０ １４．１ ９５.０% ３０.０% ２５.０% ５.０%

合計／
平均

９６８件 １２．３分 ７２.４％ ２２.８％ ３５.１％ 3．８％

※令和６年中CPA症例（火災,救助,転院搬送等を除く）

２ 救命士乗車人数によるCPA症例定量的比較（n＝968）

※統計解析：カイ二乗検定又はフィッシャーの正確確率検定を使用(有意水準 P＜0.05)

３ 考察の要因

（１）特定行為(現場)実施率増加の要因

◆ 救命士の心理的要因の可能性
（バックアップ体制があるという安心感）

（２）救命士２人乗車の社会復帰率が有意に高かった要因

◆ 医学的に高度な情報聴取が可能
◆ 精度の高い観察及び判断が迅速に行える
◆ 除細動等の処置(準備)が迅速に行える
◆ ICと医師への指示要請、処置を同時に行える
◆ 複数の特定行為が並行して速やかに行える

４ 複数救命士乗車のメリット

◆傷病者への多角的アプローチ（処置、情報収集等の精度向上）
→ 一人の救命士にかかる負担軽減

◆医療安全性の向上（針刺事故等の防止）
◆救命士法、プロトコール違反防止 → ダブルチェック機能向上

救
急
活
動

◆働き方改革（救命士の休務が取りやすい）
◆救急需要増加時に特設救急隊の設置が可能

組
織

◆ＯＪＴ … 新卒・学卒救命士の指導
※学卒救命士：救命士資格を有して入職した職員

 … 指導救命士による同乗指導
 ※指導救命士配置隊は救命士2人体制のため、指導救命士が

 各隊に出向し指導が可能

→ 指導育成体制の充実

指
導

５ まとめ

１ １隊あたりの救命士配置人数割合

１人 2人 3人 4人
救命士

複数人配置
69％

考 察

北九州市消防局
救命士の乗車人数が社会復帰率 及び 
その他の救急活動に与える影響

◆救命士乗車人数増により、特定行為(現場) 実施率は増加する
◆平均現場滞在時間の延長は、現場での特定行為実施に要した時間の

増加と理解できる
◆ROSC率    ：統計的有意差は認めない
◆社会復帰率：２人乗車(4.7%)は１人乗車(2.4%)の 1.96倍

 統計的有意差を認める (P=0.046)

  ３人及び４人乗車と１人乗車の間では、サンプル数が
少ないため、統計的有意差は認めない

ｎ＝70隊
(23隊×3部＋日勤１隊)

北九州市消防局資料
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神戸市消防局資料認定救命士の複数名乗務が院外心停止傷病者の転帰に与える影響
（令和７年度全国救急隊員シンポジウムにて報告）

平成10年から救急救命士の常時全隊１名乗務体制を確立。平成13年からは全隊２名の乗務体制を確立。

認定救命士※の常時２名乗務は確約されていない中、認定救命士の乗務人数が病院前救護の質や傷病
者転帰にどのような影響を与えるのか調査。 ※薬剤投与・気管挿管・処置拡大等について、県MCの認定を受けた救急救命士

8

＜概要＞
１ 期間
平成28年１月１日〜令和５年12月31日

２ 対象
院外心肺停止症例11,474症例のうち、18歳以上・内因性疾患である9,358症例を抽出

 「認定救命士の乗務が２名以上」vs「認定救命士の乗務１名以下」の２群に分類

３ 評価項目
（１）隊活動項目
・特定行為の実施割合(静脈路確保・薬剤投与・気管挿管など)
・平均現場活動時間

（２）転帰指標
・自己心拍再開（ROSC）割合
・１か月後生存割合
・社会復帰※割合 ※OPC・CPCともに”２”以上を社会復帰と定義
マルチレベルロジスティック回帰モデルを使用
年齢・性別・バイスタンダーCPRなどの交絡因子を調整し、認定救命士乗務人数の独立効果を評価



＜結果＞
１ 隊活動項目
２群を比較した際に、「静脈路確保の成功割合」、「薬
剤投与実施割合や時間」、「気管挿管実施割合や時
間」の全てにおいて、「認定救命士乗務２名以上」の群
のほうが優位に良い結果。

また、各種特定行為の施行数や実施割合は増えてい
たが、現場滞在時間に延伸は認めず。

２ 転帰指標

認定救命士乗務人数が２名である場合、１名以下の
乗務と比べて病院前ROSCは得られやすい結果となった
が、社会復帰や１か月後生存に関連性は認めず。

認定救命士が３名以上乗務している場合は、全ての
指標で高い関連性を認めた。

認定救命士の複数名乗務が院外心停止傷病者の転帰に与える影響

＜考察＞
救急隊に乗務する認定救命士数が多いほど、病院前救護の質や傷病者予後の改善に寄与する
可能性が高い。

しかし、将来的な救急救命士の新規養成を見据えると、救急救命士ではない救急隊員を乗務させ、国家
試験の受験要件でもある救急業務経験を積ませることも必要。

また、認定救命士２名乗務だけでは十分な関連性があるとはいえなかったことから、救急救命士自体の
質向上に向けた取り組みも求められる。 9

神戸市消防局資料
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２ 救急業務の体制に関する検討

（３）令和７年度の検討まとめ

➢ 救急出動件数の増加（一人の救急救命士に求められる対応数が増加）と共に、救急救命士が行う救急救
命処置の範囲拡大の検討等が進んでいる。

➢ 救急救命士に求められる処置の質も高まり、消防機関の救急救命士の負担が増加する状況が懸念される。
背景

現状
分析

救急現場という人員が限られた環境で、高度化する救急業務に対応していくため、
現状を踏まえて、消防機関における救急救命士の活用や救急隊のあり方について検討

    【救急隊 の編成を救急救命士１名以上から２名以上へ増強】

➢ 救急隊の救急救命士２名以上での配置・運用(※1)
９割弱の消防本部で実施

  (※1)常時全ての救急隊で運用している消防本部の他、一部の救急隊で運用している消防本部も含める

➢ 24時間365日すべての救急事案に救急救命士が搭乗できる体制（救急救命士常時運用）の状況
９割を超える救急隊で救急救命士常時運用となっているが、
救急救命士常時運用できていない消防本部(※2)も一定数存在

   (※2)管轄人口の少ない消防本部の割合が高い傾向

➢ 救急救命士が２名以上搭乗することに期待する効果(消防本部への調査)
• 救急救命士の処置の負担軽減
• 特定行為等の実施精度・安全性の向上
• 処置・判断の迅速化 等

➢ 救急救命士２名以上で運用していない理由 (救急救命士は１名で運用していると回答した41消防本部に調査）

救急救命士有資格者数の不足(８割弱)
   ⇒救急救命士２名以上で運用していない消防本部のうち、

約８割は、「導入の検討予定はないが、国や都道府県から方針が示されれば検討したい」とのこと
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２ 救急業務の体制に関する検討

（４）検討の方向性（案）

進むべき方向性

救急救命士
２名以上体制の推進※2

【達成目標（案）】
• 全ての救急隊で救急救命士２名以上の配置
• 救急救命士の適切な労務管理の実施
• 非常用救急隊編成時の救急救命士の乗務

【考えられる課題】
• 人員に関すること
• 教育（研修等）

※１ 24時間365日すべての救急事案で救急救命士が搭乗できる体制

※２ 消防本部によっては、救急救命士常時運用体制が整備できていない実状も考慮

• 救急救命士資格を有する消防職員が増加しているなか、救急救命士２名以上体制が救急業務の高度化や傷病者の
救命効果に加え、救急救命士の負担軽減に資するのであれば、進むべき方向性として検討すべきではないか。

• 各消防本部で救急隊の救急救命士乗務体制の状況が異なることから、各消防本部の実状を踏まえ、救急救命士２
名以上体制を推進する上での現状と課題を整理することとしてはどうか。

現行の目標

救急救命士
常時運用体制※1

(92.8%の救急隊が達成済)

【現行の目標】
• 救急業務実施基準
（昭和 39 年自消甲教発第６号）

• 消防力の整備指針
（平成12年1月20日消防庁告示第１号）

詳細は次ページ



【目的】 市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示すもの

（救急隊の隊員）
第28条 消防法施行令第44条第１項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する救急隊員の数は、
救急自動車１台につき３人とする。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、
これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、
救急自動車１台につき２人とすることができる。

２ 消防法施行令第４４条第２項に規定する救急隊の救急自動車に搭乗する隊員の数は、
救急隊員２人及び准救急隊員１人とする。

３ （略）

４ 救急用航空機に搭乗する救急隊員の数は、救急用航空機１機につき２人とする。
５ （略）

６ 第１項及び第２項の規定による救急自動車並びに第４項の規定による救急用航空機に搭乗する救急隊の隊員のうち、
１人以上は、救急救命士とするものとする。

〇消防力の整備指針（平成12年1月20日消防庁告示第１号）

〇救急業務実施基準（昭和 39 年自消甲教発第６号）

【目的】  市町村の消防機関が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ること

（救急隊の編成）
 第６条 消防長は、救急救命士の資格を有する隊員又は准隊員一人以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

12

救急隊の救急救命士乗務に関する現行の基準等については、「救急乗務実施基準」、「消防力の整備指針」があげられ、
いずれも、消防組織法第37条の「消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して
助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる」という規定に基づき制定されている。

（参考）救急隊の救急救命士乗務に関する現行の基準等

※本基準は、昭和36年制定当時（「消防力の基準」）は、「必要最小限度の基準」であったが、平成12年全部改正により、「市町村が
適正な規模の消防力を整備するにあたっての指針」へと性格が改められ、平成17年には市町村が消防力の整備を進める上で
の整備目標としての性格を明確にするため、題名も「消防力の基準」から「消防力の整備指針」に改められた。
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２ 救急業務の体制に関する検討

（５）令和８年度の取組（案）

No. 項目 取組方針

１ 救急救命士１名体制での負担分析

⚫ 救急救命士１名体制における救急救命士の負担について分析する。
（想定される場面）
・重症度・緊急度判断
・救急救命処置
・活動の安全性
・救急救命処置録（救急活動記録）の記載 等

２ 救急救命士２名以上体制への影響、効果分析 ⚫ 令和７年度の検討内容に加え、傷病者側、救急隊側の両側面への影響、効果を分析する。

３ 救急救命士２名以上体制の課題等の分析

⚫ 令和７年度の検討内容に加え、消防本部全体への影響や課題（警防態勢の維持、人事配
置）を含め分析を行う。

⚫ 救急隊の救急救命士２名以上体制の場合、活動時にそれぞれの救急救命士がどのような役
割を果たすべきかの検討を行うとともに、活動時における課題を抽出し必要な整理を行う。

４ 救急業務の体制に関する今後の方向性の整理

⚫ 上記№１～３の分析結果を踏まえ、今後の救急隊の救急救命士乗務体制のあり方について、
結論（方向性）を示す。
（配慮すべき事項）
・救急需要増大に伴う、非常用救急隊の編成等への配慮
・救急救命士含む救急隊員の労務管理への配慮
・救急救命士が24時間365日乗務できていない消防本部への配慮
・消防本部の救急救命士養成への配慮
・救急救命士含む救急隊員全体の質の維持への配慮

検討項目と取組方針、スケジュール

R7年度 R8年度

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

救急業務の
あり方に関
する検討会

報
告
書
発
出

令

和

７
年

度

（
第

３
回

）

情
報

提
供
等

とりまとめ
分析

方針検討
追加調査



参考資料
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

救急隊・救急隊員・救急救命士の運用状況の推移

救急隊員数 救急救命士の資格を

有する消防職員数

運用救命士数 救急隊数 救命士運用隊数

○ 消防庁では、各救急隊に救急救命士が1人以上配置される体制を目標に救急救命士の養成を進

めており、令和７年４月１日現在、 5,485隊中5,472隊（99.8%）で救急救命士が配置・運用されている。

（人）（隊）

※運用救命士とは、救急救命士の資格を有する消防職員であって、うち救急隊員として救急救命士運用されている者をいう。 15

連携係更新

救急隊・救急隊員・救急救命士の運用状況
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 720消防本部のうち、「常時すべての隊で救急救命士２名以上で運用している」が17本部（2.4％）、「常時ではないが、
すべての隊で救急救命士２名以上で運用している」が186本部（25.8％）、「一部の隊で救急救命士２名以上で運用して

いる」が435本部（60.4％） であった。→ 合計すると、約88.6％の消防本部で救急救命士２名以上運用の救急隊がある。
• 720消防本部のうち、「常時ではないが、すべての隊で救急救命士３名以上で運用している」が35本部（4.9％）、「一部

の隊で救急救命士３名以上で運用している」が350本部（48.6％）であった。 → 合計すると、約53.5％の消防本部で救
急救命士３名以上運用の救急隊がある。

（２） 救急隊の救急救命士２名以上体制での運用状況

常時（24時間365日）、す

べての隊で救急救命士２

名以上で運用している

2.4％(17本部)

常時（24時間365日）

ではないが、すべて

の隊で２名以上で運

用している

25.8％(186本部)
一部の隊で救急救命士２

名以上で運用している

60.4％(435本部)

救急救命士は１名で運

用している

5.7％(41本部)

その他

5.7％(41本部)

N=720

貴消防本部では、２名以上の救急救命士が搭乗している救
急隊を運用していますか。消防本部への設問（単数回答）

（令和７年度「救急救命体制の整備・充実に関する調査」速報値より）

2名以上常時及び
常時ではないが全
ての隊で運用での
管轄人口別内訳
N＝203
政令 10
30万以上 35
10‐30 74
5－10 36
５未満 48
※「一部の隊運用」
まで含む導入割合
にするか否か。悩
んでおります。（次
スライドにも影響あ
り）伊藤

貴消防本部では、救急救命士が３名以上搭乗している救急
隊を運用していますか。消防本部への設問（単数回答）

※速報値であり、今後、数値は変動する可能性がある

常時（24時間365日）、

すべての隊で救急救命士

３名以上で運用している

0.0％(0本部)

常時（24時間365日）では

ないが、すべての隊で３

名以上で運用している

4.9％(35本部)

一部の隊で救急救命士３

名以上で運用している

48.6％(350本部)

その他

46.5％(335本部)

N=720

令和７年度救急業務のあり
方に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 救急隊を救急救命士２名以上で運用している消防本部（638本部）に対し、救急救命士２名以上を搭乗させることにより
期待する効果を聞いたところ、「救急救命士1名に係る応急処置（救急救命処置含む）の負担軽減」が605本部（94.8％）、
「特定行為等の実施精度・安全性の向上」が602本部（94.4％）、「判断や処置の迅速化」が597本部（93.6％）と高かった。

（３） 救急救命士２名以上での運用に期待する効果

（令和７年度「救急救命体制の整備・充実に関する調査」速報値より）
※速報値であり、今後、数値は変動する可能性がある

N＝ 679に関
しては、スラ
イド21（左）の
常時又は一
部で救命士2
名以上及び
救命士1名を
選択した本
部になります。

「４．救急救
命士は１名で
運用 し てい
る」の数を抜
いて、N＝638
でAB再集計
依頼11/12
差替え済
数値変更済
11/13

94.8

94.4

86.8

93.6

68.7

87.8

0.5

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

救急救命士１名に係る応急処置（救急救命処置含む）の負担軽減

(n=605)

特定行為等の実施精度・安全性の向上(n=602)

特定行為等の実施率の向上(n=554)

判断や処置の迅速化(n=597)

救急隊員（救急救命士含む）の育成、教育(n=438)

重症事案等での救命率の向上(n=560)

その他(n=3)

「２名以上の救急救命士が搭乗している救急隊を運用していますか。」という質問に対し、「１．常時（24時間365日）、すべての隊で救急救命
士２名以上で運用している」、「２．常時（24時間365日）ではないが、すべての隊で２名以上で運用している」、「３．一部の隊で救急救命士２名
以上で運用している」のいずれかを選択した消防本部にお聞きします。救急救命士２名以上を搭乗させることにより期待する効果として該当
するものをすべて選択してください。(消防本部への設問)（複数回答）N=638

令和７年度救急業務のあり
方に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 救急隊の救急救命士は１名で運用していると回答した消防本部（41本部）に対し、救急救命士２名以上で運用していな
い理由を聞いたところ、「救急救命士有資格者が足りないため」が32本部（78％）と多かった。

• 救急隊の救急救命士は１名で運用していると回答した消防本部（41本部）に対し、今後の救急救命士２名以上体制の導
入の検討予定について聞いたところ、「導入の検討予定はないが、国や都道府県から方針が示されれば検討したい」が
33本部（80.5％）と多かった。

（４） 救急救命士２名以上で運用していない理由及び導入検討予定

9.8

26.8

78.0

9.8

7.3

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

消防庁が示す基準上、１名で充足するため

(n=4)

現在の体制（救急救命士１名以上）で支障

がないため(n=11)

出動内容から救急救命士の活躍の場が少

ないため必要性を感じないため(n=0)

救急救命士有資格者数が足りないため

(n=32)

資格取得にかかる財政的制約があるため

(n=4)

救急救命士を２名以上搭乗させた際の効

果が不明確なため(n=0)

その他(n=3)

導入について検討

予定がある

4.9％(2本部)

導入の検討予定はな

いが、国や都道府県

から方針が示されれ

ば検討したい

80.5％(33本部)

導入の検討予定

はなく、国や都

道府県から方針

が示されても検

討しない

9.8％(4本部)

その他

4.9％(2本部)

N=41

「２名以上の救急救命士が搭乗している救急隊を運用していますか。」とい
う質問に対し、「４．救急救命士は１名で運用している」と選択した消防本
部にお聞きします。救急救命士２名以上で運用していない理由について、
該当するものをすべて選んでください。（消防本部への設問）（複数回答）
N=41

「２名以上の救急救命士が搭乗している救急隊を運用しています
か。」という質問に対し、「４．救急救命士は１名で運用している」を
選択した消防本部にお聞きします。今後、救急救命士の２名以上
体制の導入について検討予定はありますか。消防本部への設問 
（単数回答）

（令和７年度「救急救命体制の整備・充実に関する調査」速報値より）
※速報値であり、今後、数値は変動する可能性がある

令和７年度救急業務のあり
方に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）



②指導救命士のあり方
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２ 救急業務の体制に関する検討

（６） 指導救命士の認定要件について

➢議論の結果、指導救命士の要件は、以下の７要件を全て満たす者となった。

「救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について」（平成26年５月23日付け消防庁救急企画室長通知）より一部抜粋

過去検討会での関連する議事概要

【平成25年度第３回 救急業務に携わる職員の教育のあり方に関する作業部会】
• ７つ全ての要件を満たすとなると、かなりハードルが高い印象を持ちます。ある程度流動的・弾力的に運用ができ、地域
ＭＣが認めるというのは必須だが、１から６についてはいずれかを満たしていればいいというような形であれば、全国の
消防本部にも普及しやすいのではないか。

• 小規模な消防本部でも指導救命士の養成に関して余りハードルが高くないような形で検討を進めた結果として、７要件を
必須として、全て合致した者について認定いただくということで提示した。

• 特定行為の施行経験や病院実習について、国からハードルを示すのではなくて、地域の特性に応じて地域で決めてい
ただければやりやすいかといった形で検討されたものである。事務局としては、７要件のハードルが高いとは考えておら
ず、ハードルを低くした形で示している認識。

（１） 救急救命士として、通算５年以上の実務経験を有する者
（２） 救急隊長として、通算５年以上の実務経験を有する者
（３） 特定行為について、一定の施行経験を有する者
（４） 医療機関において、一定の期間の病院実習を受けている者
（５） 消防署内の現任教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、教育指導や研究発表につい

て豊富な経験を有する者
（６） 必要な養成教育を受けている者、もしくは一定の指導経験を有する者
（７） 所属する消防本部の消防長が推薦し、都道府県メディカルコントロール協議会が認める者

令和７年度救急業務のあり方
に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（６）救急業務の高度化を踏まえた救急隊のあり方

➢全国的な指導救命士の質の維持・向上の観点から、現在の指導救命士の要件についてどのように考えるか。

➢例えば、「特定行為の施行経験」、「教育指導や研究発表についての豊富な経験」等の要件について、具体的
な内容を示すことはどうか。特に、特定行為の施行経験については、メディカルコントロール体制の中で、医
師と連携して救急業務を指導する立場として、その技能を保障する観点から、各種特定行為に具体的な件数
等の要件を示すことはどうか。

➢指導救命士の全国的な質の維持・向上の観点から、更新制を導入することとした場合、認定期間や更新要件
についてどのように考えるか。

第２回検討会でお示しした検討事項案（再掲）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（７）前回の検討会での構成員からの主なご意見（概要）

【指導救命士の要件について】
• ７つの要件については、改めて、今の時点で各消防本部にそれぞれの評価を聞いた上で、どういうラインで設定するのが現

場に最もそぐうのかを調査する必要があると思う。
• 全国一律に決めるものではなく、それぞれの都道府県あるいはMCで指導救命士に関しての先ほどの要件については検討

していただいていいのかなと思う。ただ、指導救命士の中でも特に現場での指導を得意とする者や検証を医師と共に行うこ
とを主としているなど、役割分担があってもいいと思いますので、皆が全てを満たしてなくてもいいのかなと思う。

• ある程度１から６を収斂させていく方がいいのかなというふうに思う。全国標準を目指すというのは、ひとつのキャリアプラン
なり、プロフェッショナリズムをより向上させていく上では有効かなというふうに思う。

【指導救命士の要件の具体性について】
• 当初から非常に難しい要件であることを認識していた。その理由は、地域差が非常に大きかったためであり、国が一律に明

示することが現場を苦しめることになりかねないと考えて、あえて出さなかった。10年を経て、そのあたりを踏まえた上で、定
められるものなら定めることを、もう１回議論していただけるとありがたい。

• 10数年前の議論のときは、救急救命士というのは救急救命処置を業とするものだと。その指導者たる者は、やはり一定の
救急救命処置、特にその救急救命処置を代表する特定行為については、一定の経験をこなしている方が指導救命士たる
形としてはいいだろうといった議論があったと思う。そういった意味では、ある程度、数も収斂させていく方がいいかと思うが、
難しいのかもしれない。

• MCの色々な研修体制や事例の件数の違いなどがある中で地域に応じてやっているので、あまり全国一律で示さなくてもい
いのではないかなという風に思う。

• 特定行為ができないといけないことは当たり前だが、その経験数で指導救命士の是非を評価するというのは、本当はおか
しい。経験数ではなくても、経験してきた内容やノウハウをいかに指導できるかという点を評価する必要がある。

• ２つの項目は少ないということで問題視されているようだが、むしろそれはおそらく地域が独自の形でやっているということも
考えられなくもないので、そこは掘り下げて議論された方がよい気がする。

【指導救命士の更新制について】
• 前回、完全に積み残しになっていたのが更新要件である。任期や更新については議論そのものがなされていなかったので、

この機会にぜひ検討していただきたい。
• 指導救命士になって、次の更新時には、オンジョブ、オフジョブを含めて、例えば、特定行為の指導を数でいくのか、どういう

形で指導したのかなどが見えるような形で表面に出してくるようにしたい。

【指導救命士の要件の具体性について】
• 当初から非常に難しい要件であることを認識していた。その理由は、地域差が非常に大きかったためであり、国が一律に明

示することが現場を苦しめることになりかねないと考えて、あえて出さなかった。10年を経て、そのあたりを踏まえた上で、定
められるものなら定めることを、もう１回議論していただけるとありがたい。

• 10数年前の議論のときは、救急救命士というのは救急救命処置を業とするものだと。その指導者たる者は、やはり一定の
救急救命処置、特にその救急救命処置を代表する特定行為については、一定の経験をこなしている方が指導救命士たる
形としてはいいだろうといった議論があったと思う。そういった意味では、ある程度、数も修練させていく方がいいかと思うが、
難しいのかもしれない。

• MCの色々な研修体制や事例の件数の違いなどがある中で地域に応じてやっているので、あまり全国一律で示さなくてもい
いのではないかなという風に思う。

• 特定行為ができないといけないことは当たり前だが、その経験数で指導救命士の是非を評価するというのは、本当はおか
しい。経験数ではなくても、経験してきた内容やノウハウをいかに指導できるかという点を評価する必要がある。

• ２つの項目は少ないということで問題視されているようだが、むしろそれはおそらく地域が独自の形でやっているということも
考えられなくもないので、そこは掘り下げて議論された方がよい気がする。



• 消防機関の救急救命士による特定行為（※）の実施件数は増加し、令和６年は約21万４千件であった。

23

消防機関の救急救命士による特定行為の実施状況

（※）特定行為：救急救命士が医師の具体的指示を受けて行うことができる処置

（救急・救助の現況より集計）

（年）

（件）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（８）特定行為の一定の施行経験の参考値について

• 指導救命士の要件「特定行為について、一定の施行経験を有するもの」の「一定の施行経験」とは、以下の参考値
（※1）を参考に、都道府県メディカルコントロール協議会が地域の特性に応じて定めた数の成功施行経験とするとされ
ている。（「救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について」（平成26年５月23日付け消防庁救急企画室長通知）

• 平成26年に処置拡大された心肺機能停止前静脈路確保とブドウ糖投与の２行為を要件に追加し、また、最新の数値
から各特定行為の実施件数を算出した。（下図参照）

• 指導救命士の認定要件として、特定行為の一定の施行経験を求めていたが、全ての特定行為について一定の経験を
有するべきではないか。その上で、具体的な経験数については、まずは、現在、各地域で指導救命士に求められてい
る各特定行為の経験数を調査することでどうか。

【※１ 算出方法及び参考値】
①気管挿管認定救命士による気管挿管実施件数／気管挿管認定救命士数
②薬剤投与認定救命士による薬剤投与実施件数／薬剤投与認定救命士数
③静脈路確保実施件数／運用救急救命士数
④ラリンゲアルマスク等実施件数／運用救急救命士数
（①+②+③+④）×５（年）＝参考値26件

「平成24年版 救急救助の現況」より算定

①：9,158件／10,119名＝0.91件/年＝4.5件/5年
②：14,633件／17,056名＝0.86件/年＝4.3件/5年
③：35,788件／22,118名＝1.6件/年＝8.1件/5年
④：42,105件／22,118名＝1.9件/年＝9.5件/5年
（①+②+③+④）＝26件/5年

（参考）「令和７年版 救急救助の現況」より算定

①：10,511件／17,103名＝0.61件/年＝3.1件/5年
②：46,430件／31,484名＝1.5件/年＝7.4件/5年
③：58,879件／31,753名＝1.9件/年＝9.3件/5年
④：48,216件／31,753名＝1.5件/年＝7.6件/5年
⑤：39,513件／30,755名＝1.3件/年＝6.4件/5年
⑥：10,746件／30,630名＝0.35件/年＝1.8件/5年
（①+②+③+④+⑤+⑥）＝35件/5年

※③：心肺機能停止後静脈路確保実施件数/運用救急救命士数
※⑤：心肺機能停止前静脈路確保実施件数／CPA前静脈路確保認定救命士数
※⑥：ブドウ糖投与実施件数／ブドウ糖投与認定救命士数

「平成24年版 救急救助の現況」より算定
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２ 救急業務の体制に関する検討

（９）指導救命士が有すべき特定行為の施行経験について

• 特定行為の施行経験が指導救命士の認定要件に入っていない場合、指導救命士が有している救急救
命処置に関する技術の状況がわからないのではないか。

• 未認定の特定行為については、指導救命士は有資格者への指導ができないのではないか。
• 特定行為の施行経験が不十分な場合、事後検証の実施、病院実習の補助等の対外的業務にも課題
が生じるのではないか。

課題

➢ 救急救命士による特定行為の実施件数が増加する中で、特定行為の質の確保は重要であることから、
指導的立場の指導救命士は全特定行為の資格を持っていることを要件としてはどうか。

➢ また、指導救命士の認定要件として、特定行為の一定の施行経験を求めていたが、全ての特定行為に
ついて一定の経験を有するべきではないか。そのため、全ての特定行為について施行経験の参考値を
示すことについてどのように考えるか。

検討事項（案）



26

２ 救急業務の体制に関する検討

（10）指導救命士が有すべき教育指導や研究発表の経験について

• 「教育指導や研究発表についての豊富な経験」を要件として定めていない都道府県MC協議会の割合
が高く、具体的に規定することが困難というのが理由であった。

現状

➢ 指導救命士の要件のうち、「消防署内の現員教育、講習会等での教育指導、学会での発表など、教育
指導や研究発表について豊富な経験を有する者」について、活動実績の例を示すことで、要件として取
り入れやすくなるのではないか。

➢ 指導的立場の救急救命士として、具体的にどの程度の活動実績があることが望ましいと考えるか。

検討事項（案）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（11）指導救命士の質の維持・向上について

（令和７年度「救急救命体制の整備・充実に関する調査」速報値より）

• 指導救命士に対する教育（研修・実習等）を実施している消防本部は66本部（9.2％）であった。

貴本部において、指導救命士の運用（活躍の場や役割）や、質の維持向上を図るための取組を実施していますか。
該当するものをすべて選んでください。
※完全に一致しなくても、趣旨が近い項目があれば選択してください。該当するものをすべて選んでください。（複数回答）N=720

45.3

55.0

62.9

37.5

14.7

43.9

47.2

9.2

18.6

1.0

20.1

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

都道府県メディカルコントロール協議会・地域メディカルコントロール協

議会への参画実績を把握している(n=326)

事後検証委員会への参画・事後検証の実績を把握している(n=396)

消防本部における救急救命士等に対する指導実績を把握している(n=453)

地域メディカルコントロール協議会圏内の救急救命士等に対する指導実績

を把握している(n=270)

都道府県メディカルコントロール協議会圏内の救急救命士等に対する指導

実績を把握している(n=106)

消防学校・救急救命士養成所等での講師・指導実績を把握している(n=316)

医学会・全国救急隊員シンポジウム及び各種研修会への発表・参加実績を

把握している(n=340)

指導救命士に対する教育（研修・実習等）を実施している(n=66)

指導救命士の役割等について適宜見直しを実施している(n=134)

その他(n=7)

特に実施していない(n=145)

指導救命士の運用（活躍の場や役割）や、質の維持向上を図るための取組を実施しているか <複数回答> N = 720



65.0

43.5

39.0

34.3

4.7

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

労務負荷が大きい(n=442)

運用（活躍の場や役割）を定めるのが難しい(n=296)

養成した指導救命士が、人事異動等により指導救命士として活躍できなく

なるケースが多い(n=265)

指導救命士として質の向上を図るのが難しい(n=233)

その他(n=32)

指導救命士制度の課題<複数回答>
N = 680
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 指導救命士制度の課題として、「指導救命士として質の向上を図ることが難しい」と考えている消防本部
は233本部（34.3％）であった。

（令和７年度「救急救命体制の整備・充実に関する調査」速報値より）

（12）指導救命士の質の維持・向上について

指導救命士配置している消防本部にお聞きします。指導救命士制度の課題について、貴本部で該当するものを選
んでください。（消防本部への設問）（数量回答）N=680

※速報値であり、今後、数値は変動する可能性がある
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 都道府県MC協議会において、指導救命士の認定後に更新要件を設定しているかについては、「特に設
けていない」が24都道府県（51.1％）と約半数であった。

10.6

14.9

25.5

14.9

12.8

14.9

17.0

12.8

34.0

51.1

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

都道府県メディカルコントロール協議会・地域メディカルコントロール協議会への参画（会議

等への参加）の実績(n=5)

事後検証委員会への参画、事後検証の実績(n=7)

消防本部における救急救命士等に対する指導実績(n=12)

地域メディカルコントロール協議会圏内の救急救命士等に対する指導実績(n=7)

都道府県メディカルコントロール協議会圏内の救急救命士等に対する指導実績(n=6)

消防学校・救急救命士養成所等での講師・指導実績(n=7)

医学会、全国救急隊員シンポジウム及び各種研修会への発表・参加実績(n=8)

貴協議会で設けた指導救命士への教育（研修・実習等）の受講実績(n=6)

その他(n=16)

特に設けていない(n=24)

（令和７年度「救急救命体制の整備・充実に関する調査」速報値より）

（13）指導救命士の更新要件

貴都道府県ＭＣ協議会における指導救命士の認定後の更新にあたり、何らか要件を設定していますか。該当する
ものをすべて選んでください。（複数回答）N=47

※速報値であり、今後、数値は変動する可能性がある

問19 指導救命士の認定の更新にあたり、何らか要件を設定しているか<複数回答> N = 47
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２ 救急業務の体制に関する検討

（14）指導救命士の更新制を導入している都道府県MC協議会の例

例① 滋賀県MC協議会
⚫ 認定の有効期間は５年間
⚫ 【更新要件】
認定期間内に「研修・指導、MCに関する活動実績」、「各種研修会等への活動実績」、「自己研
鑽に関する活動実績」の３分野で一定点数以上の必要な活動を行う。

例② 福岡県MC協議会
⚫ 任期は５年
⚫ 【更新要件】
・再認定を希望する場合は、改めて認定申請が必要。
・認定要件と指導救命士としての活動実績の提出が必要。
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２ 救急業務の体制に関する検討

（15）指導救命士の更新制の導入事例①（滋賀県MC協議会）

（「滋賀県メディカルコントロール協議会指導救命士認定要領」より一部抜粋）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（16）指導救命士の更新制の導入事例①（滋賀県MC協議会）

※１：研修・指導 1 回（1日）につき 1点を付与し、
2日以上に渡る研修・指導については日毎に1点
を付与する。なお、1日に満たない研修・指導に
ついては 1日とみなして1点を付与する。

※２：Ａ②～⑥について、これらの業務を担当す
る役職に年間を通して就任した場合に10点を付
与する。

※３：地域メディカルコントロール協議会および
事後検証委員会のいずれにも参画した場合で
あっても10点の付与とする。

（「滋賀県メディカルコントロール協議会指導救命士認定要領」より一部抜粋）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（17）指導救命士の更新制の導入事例②（福岡県MC協議会）

（福岡県救急業務メディカルコントロール協議会指導救命士認定要領）
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２ 救急業務の体制に関する検討

（18）指導救命士の更新制について

• 指導救命士に対する教育（研修・実習等）を実施している消防本部は約９％に留まり、３割以上の消防本
部において、指導救命士の質の向上を図ることが難しいことを課題と考えている。

• 異動等により救急救命士に対する指導的立場や運用救急救命士の立場を離れる場合、更新制がないと
指導救命士の技能を維持することは困難ではないか。

検討事項（案）

• 指導救命士の質の維持・向上の観点から、指導救命士の認定に期間を設け、更新制を導入することにつ
いてどのように考えるか。

• 更新制を導入する場合、認定期間や更新要件をどのように設定することが適切か。

課題



参考資料
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２ 救急業務の体制に関する検討

（７） 指導救命士の認定要件について

「救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について」（平成26年５月23日付け消防庁救
急企画室長通知）より一部抜粋・一部改

令和７年度救急業務のあり方
に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 指導救命士が救急救命士に対する日常教育で実施している内容としては、「救急出動の実践経験を通じた日常教育
（同乗実習・振返り等）」が485本部（83.6%）、「シナリオトレーニング」が443本部（76.4%）、「症例検討会」が425本部
（73.3%）の順であった。

• 指導救命士が救急隊員に対する日常教育で実施している内容としては、「各種プロトコルの研修・訓練」が548本部
（88.8%）、「救急出動の実践経験を通じた日常教育（同乗実習・振返り等）」が523本部（84.8%）、「救急活動事例・症例研
究等」が464本部（75.2%）の順であった。

（令和７年度「救急救命体制の整備・充実に関する調査」速報値より）

73.3
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症例検討会(n=425)

実践技能教育コース（標準化されたガイドラ

インを用いたシミュレーション学習）(n=271)

集中講義（病態把握や応急処置能力向上）

(n=256)

シナリオトレーニング(n=443)

救急出場の実践経験を通じた日常教育（同乗

実習・振返り等）(n=485)

その他(n=17)
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各種プロトコルの研修・訓練(n=548)

感染防止研修(n=309)

安全管理・危機管理研修(n=306)

重症度・緊急度判断研修(n=344)

救急関係法規(n=239)

救急活動事例・症例研究等(n=464)

救急出場の実践経験を通じた日常教育（同

乗実習・振返り等）(n=523)

その他(n=14)

指導救命士による日常教育の内容

消防本部内において指導救命士が業務に関し果たす役割について、「２．
救急救命士への研修・指導（主にOJTにおける救急救命士再教育の指導）」
を選択した消防本部内にお聞きします。貴本部における指導救命士は、救
急救命士の日常教育について、具体にどのようなことを実施していますか。
該当するものをすべて選んでください。（複数回答）N=580

消防本部内において指導救命士が業務に関し果たす役割について、「３．
救急隊員への研修・指導・評価」を選択した消防本部にお聞きします。貴
本部における指導救命士は、救急隊員の日常教育について、具体にどの
ようなことを実施していますか。該当するものをすべて選んでください。
（複数回答）N=617

※速報値であり、今後、数値は変動する可能性がある

令和７年度救急業務のあり方
に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）
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２ 救急業務の体制に関する検討

指導救命士養成研修カリキュラムのコンセプト

救急業務に携わる職員の生涯教育の指針（Ver.1.0）

（「救急業務に携わる職員の生涯教育の指針Ver.1」（平成26年３月）より）

• 指導救命士養成カリキュラムは、他の救急隊員を直接指導するとともに、教育研修等の企画・運営、事後検証など、
MCとの連携等について中心的な役割が果たせるよう検討された。

• 必要なスキルとして、「知識」、「技術」、「指導」、「連携」の4つを掲げ、このうち「指導」については、自ら考え実践する
能力や生涯学習に取り組む救急隊員を育てるため、必要な教育技法を身につけることとされている。
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２ 救急業務の体制に関する検討

• 指導救命士の要件のうち、「必要な養成教育を受けている者、もしくは一定の指導経験を有する者」に関する養成教育
については、消防大学校、消防学校、救急救命九州研修所で実施されている。

• 指導救命士養成研修のカリキュラムについては、都道府県MC協議会と関係消防本部間で調整し、地域の実情に即し
た養成カリキュラムを策定することとしており、その際、最低限備える事項として、国から養成カリキュラムを示している。

（「救急業務に携わる職員の生涯教育の指針Ver.1」（平成26年３月）より）

（10） 指導救命士の養成研修カリキュラム

令和７年度救急業務のあり方
に関する検討会（第２回）
資料２（令和7年12月2日）


